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Abstract

In this research, the author developed the international understanding and learning unit of social
studies in the sixth grade in elementary school. To overcome the problems of the essentialism and
fixed nature of cultural learning in elementary school social studies and to embody constructivist and
variable cultural learning, the author developed a unit for learning international understanding in the 6
th grade using the UNESCO Intangible Cultural Heritage “Washoku, traditional dietary cultures of the
Japanese, notably for the celebration of New Year”.
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1．はじめに

2017（平成29）年告示の小学校社会科学習指導要
領では，第6学年の歴史学習で，「例えば，国宝，
重要文化財に指定されているものや，世界文化遺産
に登録されているものなどを取り上げ，我が国の代
表的な文化遺産を通して学習できるよう配慮するこ
と」と規定し，各時期の歴史学習に付随し，日本に
あるユネスコ世界文化遺産等の学習を指示している。
だが聖徳太子と法隆寺のように先人の業績と文化遺
産を関連付ける学習に留まり，文化遺産や文化の特
質の学習には至らない1。他方，文化学習では，第
6学年の国際理解学習では，「異なる文化や習慣を
尊重し合うことが大切である」ことを学習するため
に「我が国とつながりが深い国から数か国を取り上
げ」，「児童が1か国を選択して調べる」学習を規定
し，「外国の人々の生活の様子などに着目して，日
本の文化や習慣との違いを捉え」させようとしてい
る。しかし，世界文化遺産学習と同様，肝心な文化
の特質の学習が全く想定されていない。その結果，
「〇〇国は△△文化である」のように国ごとに異な
る文化が実在するような学習が展開され，文化は客
観的に実在するという本質主義的かつ一面的な社会
認識に留めてしまう危険性がある。さらにステレオ
タイプ的な認識から偏見を助長する恐れもあり，そ
の刷新が必要である。
他方，国際理解教育の分野では，従前より文化を

構築主義的に，固定的ではなく可変的に捉えること
の重要性が指摘されている。文化を構築主義的に捉
えるとは，文化を所与の実態としてではなく，特定
の歴史や社会状況における構築物として捉える考え
方である。これまでの文化を所与の実態として固定
的な均質性をもつものとして捉える本質主義的な文
化の見方から脱却し，誰によって文化が構築され，
何のために語られてきたのかという，文化の言説が
問題とされる。また，構築される文化は，論理的な
必然性はなく，状況や構築過程に依存し，恣意性を
ともなう。文化を固定的ではなく可変的に捉えると
いうことは，文化を所与の実態として固定的に捉え
ることではなく，常に変化しうるものとして捉える
ことである2。
上記の小学校社会科国際理解学習の課題に対し，

近年，2つの解決策が提唱されている。第1が永田
成文（2017）であり，本質主義的な「文化」理解の
下で，これまでの小学校社会科国際理解学習が，衣

食住などの目に見える「表層文化」の学習に留まる
ことを課題とし，さらに行動文化や精神文化として
の「深層文化」（例：食事のマナー）の学習を付加
することにより，相互の文化を尊重する態度を育て
ようとする3。但し，本質主義的な「文化」理解に
構築主義的に文化を捉えない点に課題がある。
これに対し，第2が，田中伸（2008）であり，構
築主義的な文化の捉え方に基づく小学校社会科文化
学習の先駆的な授業モデルを提示した。但し，文化
の構築過程の学習教材例として，大量虐殺を描いた
映画「ホテルルワンダ」を提案する点や4，唐突に
「皆で世界に1つしかない文化を作ってみましょ
う」という学習活動を設定する点で，現実の授業実
践が困難な点に課題がある5。
両者の折衷的なアプローチとして，松岡靖（2017）
は，文化学習における文化の内容について，エドワー
ド・タイラー（1871）の著名な本質主義的な文化概
念の古典的定義である「知識，信仰，芸術・技術，
法律，道徳，その他あらゆる能力や習慣を含む複合
的総体6」を引用しつつも，学習対象としての文化
の内容が恣意的になる危険性を指摘し，「取り上げ
た文化の現象面だけでなく，その社会的背景を追究
する学習がなされなければならない。…略…そうで
なければ，子どもたちは表面的に文化を捉えてしま
い，ステレオタイプ的に文化をレッテル化してしま
うといった危険性を常に孕むことになる」と，古典
的定義の限界を指摘している7。その点に，本質主
義的でなく構築主義的な文化の捉え方の萌芽が垣間
見える。但し，松岡は，文化の構築過程の学習では
なく，その社会的背景の学習を指向する点で「深層
文化」の学習を付加する永田に近いアプローチを採
用している。その結果，肝心な文化の構築過程の学
習を欠くため，文化は客観的に実在するという文化
本質主義の呪縛から解き放たれていない。そこで本
研究は，世界各国の文化を学習する小学校第6学年
から構築主義的な文化学習を始めることを提案する。
その意味では，田中の所説に賛成である。しかし，
米国の研究に基づく田中の提案は，実現可能性に課
題がある。本研究は，その克服を目的としている。
松岡が提案する文化学習は，小学校第6学年単元
「世界文化遺産（宮島とモンサンミッセル）」（モ
ン・サン・ミシェルの表記が一般的）の授業開発に
結実されている。同単元は，持続可能な社会構築に
向けての価値形成を図る社会科文化学習として，観
光地の立地条件から「持続性」を追究している。す
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なわち，単一の世界文化遺産そのものの表面的で無
批判的な認識に留めず，「日仏の世界文化遺産を観
光地の仕組みといった枠組みの中で読み解く」点で，
その社会的背景を追究する学習例を示した。但し，
複数の事例の比較学習を通して，社会的背景にある
相互の類似点や相違点を認識できる点で，観光地の
立地条件の学習は地理学習として優れた実践例だが，
文化の恣意性を明らかにする文化学習には至ってい
ない。「宮島」も「モンサンミッセル」も，当事国
の関係者の誘致活動により世界文化遺産の候補に選
定されユネスコの認定を受けたのだが，選定過程を
問わず，世界文化遺産を既定の事実として無批判的
に扱っている。すなわち，①「文化は私たちが作り
だした意味的な枠組みにすぎない」という恣意性を
気付かせない点，②文化の内容自体の可変性を気付
かせない点に文化学習としての課題を指摘できる8。
特に②に関し，世界文化遺産は，本来的に不変性が
要求されるため，文化の可変性の学習には限界があ
る9。
ユネスコ世界文化遺産に対し，本稿で着目するユ

ネスコ無形文化遺産（以下，ICHと表現する）と
は，「慣習，描写，表現，知識及び技術並びに，そ
れらに関連する器具，物品，加工品及び文化的空間
であって，社会，集団及び場合によっては個人が自
己の文化遺産の一部として認めるものをいう」
（2003年，第32回ユネスコ総会）。世界文化遺産・
自然遺産が，建築物，山などの有形の文化財や自然
環境の保護と継承を目的とするのに対し，ICHは，
民族文化財，フォークロア，口承伝統などの無形物
を対象としている。このように対象が有形ではなく
無形であることは，文化が有形のみならず無形物を
含む点で，有形物に限定され，不変性を要求される
世界文化遺産より文化概念の学習に有益と考えられ
る。さらに，ユネスコ世界文化遺産等と ICHの重
要な相違点は，後者が，現地調査が無く書類審査の
みで登録審査が行われる点である10。ICHの内容は
言語により構築されるのである。
そこで本研究では，本質主義的で固定的な小学校

社会科文化学習の課題を克服し，構築主義的で可変
的な文化学習を具体化するため，ICHの教材化を
通して第6学年国際理解学習の単元を開発する。

2．文化の恣意的な構築過程を学ぶ
小学校社会科国際理解学習単元の開発視点

本稿では，ICHのうち，「和食：日本人の伝統的
な食文化－正月を例として－」（2013年）の登録を
めぐる日本政府の戦略構築過程を学習内容の中心に
据える。その理由は，日本の ICHのうち，文化の
恣意的な構築過程が最も顕在化されており，それを
裏付ける資料も豊富だからである11。また，食文化
を扱う点で，児童の興味関心も喚起しやすい。資料
では，農林水産省（2011），江原絢子（2015），上中
修（2019）が，ICH登録の申請過程を端的にまと
めている。さらに当事者の熊村功夫（2015）の貴重
な証言もある。以下，主にこれら上記の資料を参照
しながら ICH登録に至る「和食」文化の構築過程
を説明する。
ICHは，「無形文化遺産の保護に関する条約」
（2003年採択）に基づき，政府間委員会が設置する
評価機関（世界各地域から選出の専門家6名とNGO
6団体で構成）が，各国が申請した提案書を審査し，
結果を報告する。ICHへの登録には，条約の第2
条の定義を満たす必要がある。第2条第1項は ICH
を「慣習，描写，表現，知識及び技術並びにそれら
に関連する器具，物品，加工品及び文化的空間であっ
て，社会，集団及び場合によっては個人が自己の文
化遺産の一部として認めるもの」とし，「世代から
世代へと伝承され」かつ「絶えず再現し，かつ，当
該社会及び集団に同一性及び継続性の認識を与える
ことにより，文化の多様性及び人類の創造性に対す
る尊重を助長するもの12」と規定している。特に，
この ICHの定義は，厳格で恣意的な文化の枠組み
を示している。各国の文化保護の専門家によれば，
「カラオケバー」や「ラップ音楽」は ICHとなり
うるが，「ビデオゲーム」「ポップス音楽」「マクド
ナルドのレシピ」は絶対に ICHに登録できない。「社
会，集団及び場合によっては個人」という文化の担
い手は，特定の社会に限定されるからである。逆に，
特定の社会に限定されず，グローバルで普遍的な性
格を持つと ICHには認められない13。従って，例え
ば，「和食－世界に拡がる寿司－」等で申請しても
登録されない可能性が高い。つまり「和食」の内容
を ICHの定義に合うように構築するための戦略が，
登録のために必要となる。その過程が「恣意的に文
化を創り出す過程」である。
さらに，第2条2項は，ICHの5分野を示す。
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（ａ）口承による伝統及び表現（無形文化遺産の伝
達手段としての言語を含む），（ｂ）芸能，（ｃ）社
会的慣習，儀式及び祭礼行事，（ｄ）自然及び万物
に関する知識及び慣習，（ｅ）伝統工芸技術である。
「食文化」は，（ｃ）に含まれる。「食文化」の ICH
登録は，2010年の「フランスの美食術」，「地中海料
理」，「メキシコの伝統料理」が最初で，翌2011年に
「トルコのケシケキ（麦粥）」が登録された。折し
も同年3月に東日本大震災が起き，これを端緒に日
本政府は「和食」の ICH申請を決意。同年7月に
農林水産省主催の「日本食文化の世界無形遺産登録
に向けた検討会」（以下，「検討会」と表現する）が
設置。11月までの4回の会合で検討が行われた。
上中（2019）は，慣例として，「文化財保護法」

に基づく重要無形文化財に指定されたものから順に
申請していたものを「超法規的」に無視し，順番を
抜かしてまで「和食」の登録を急いだ背景を次の3
点にまとめている。①食の外食化，洋食化による日
本料理の位置の総体的な低下，②食の外食化，洋食
化が日本人の栄養の偏り，食習慣の乱れにつながり
不健康の原因になること，③最大の要因が，東日本
大震災による農作物等の風評被害や日本料理食材に
対する信頼関係回復である14。
「日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検討

会」（以下，検討会と表現する）の全4回の詳細な
議事録が公開されているので15，以下，その概略を
先行研究や議事録を基に示す。
第1回検討会（2011年7月）では，多様な「日本

食文化」の ICH登録には，申請書への「簡潔な文
字化」が必要であり，そのための内容の絞り込みと
選定の重要性が話し合われた。参考事例として，メ
キシコ料理，地中海料理，フランス料理の登録内容
が検討された。その中で「日本食文化」を，底辺に
ある家庭料理の「和食」から頂点の「会席料理」ま
で包括的に捉え，さらに健康や食器を含めた美しさ，
うまみ，周辺としてのお茶，酒の文化を付加したイ
メージを具体化する方向性が確認された。第2回検
討会（同年8月）では，「会席料理を中心とした伝
統を持つ特色ある独特の日本料理」という原案が提
示された。第3回検討会（同年9月）では，フラン
ス料理（「フランスの美食術（ガストロノミー）」）
の現地調査報告が行われ，ICH登録のためには，
一部エリートだけではなく，広く一般大衆に開かれ，
保護すべき内容にすべきこと等が確認された。それ
ゆえ会席料理を名称に用いることへの懸念を示す意

見も見られた。第4回検討会（同年10月）で，内容
が大修正された。理由は，日本と同様に ICH登録
を目指していた「韓国の宮廷料理」が，後継者によ
る再生産や，広範なコミュニティの参加の点を疑問
視され，評価機関から「情報照会」という保留勧告
を11月に受けるという情報を入手したからである。
〔直ちに韓国は，「宮廷料理」から「キムジャン，
キムチ文化と分かち合い」（キムジャン：晩秋に行
われるキムチ漬けの風習）に変更し，日本と同じ2013
年に ICHに登録された16〕。
締約国から提出された提案書は，政府間委員会が
設置した評価機関が，運用指示書に定められた登録
基準に従って事前審査を行い，政府間委員会に審査
結果を勧告する17。勧告は以下の3通りがある18。
⑴ 「記載（inscribe）」：代表一覧表に登録する
ことがふさわしい。
⑵ 「情報照会（refer）」：締約国に追加情報を
求める。
⑶ 「不記載（not to inscribe）」：登録にふさわ
しくない（筆者補足：4年間再申請不可）。
この勧告を踏まえ，政府間委員会が登録の可否
を決定する。
韓国の「宮廷料理」の申請見送りの連絡を受け，
日本は，「会席料理」からの戦略変更を余儀なくさ
れた。そこで「和食：日本人の伝統的な食文化」へ
の内容変更が了承された。
次に，副題の「－正月を例として－」の付加の経
緯について。これは検討会会長の熊倉功夫の独断に
よる。2012年3月，ユネスコへの提案書送付時には
副題は無かったが，送付後に「抽象的な部分が分か
りにくい」，「特化したほうが説明しやすい」とユネ
スコ関係者から示唆を受け，「正月行事に特化しよ
う」と「私と担当者ででっち上げ」，「中身は変わら
ないのですが，映像資料のほうはそちら側へ，それ
から副題も，正月行事を中心にして，というような
ことをつけました。そういうことで少しインチキも
あるのですけれども，そういうことで提案しまし
た19」と，氏は述べている。検討会の解散後に独断
で副題をつけ，分かりやすくするための工夫を施し
たため，「でっち上げ」，「少しインチキ」と表現し
ている。それは書面審査と10分間の映像資料を併せ
て評価機関の各委員に印象付けるための戦略であ
る20。こうして「日本食文化」は，副題の付加によ
り ICHの5つの登録基準を全て満たされていると
判断され21，ICHに登録されたのである22。
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表1．「ICH学習」の単元構成原理（筆者作成）

第1
段階

文化の恣意的な枠組みの提示と，当該文化
の内容の恣意性の認識。

第2
段階

当該文化の構築過程（恣意的で可変的な文
化が創られる過程）の認識。

第3
段階

他事例における文化の恣意的な枠組みの提
示と，その文化の内容の恣意性認識。さら
に，その文化の構築過程（恣意的で可変的
な文化が創られる過程）の認識（概念の一
般化）。

第
1
段
階

第1時：「和食」と「和食：日本人の伝統的
な食文化－正月を例として－」の違いは？（学
習課題の提示）：一般的な「和食」概念とは
異なる ICHの恣意的な枠組の提示

第
2
段
階

第2時：ユネスコ無形文化遺産とは？ 第3
時～第5時：ユネスコ「無形文化遺産」に「和
食」が認められるまで）：恣意的で可変的な
文化の構築過程の学習

第
3
段
階

第6時～第8時「他国の食文化に関する調査
学習」（児童各自が調査国を選択）
第9時～第11時：「他国の食文化に関する調
査学習」の発表会：概念の一般化

単元「ユネスコ無形文化遺産『和食』のなぞ」は，
小学校第6学年社会科において，「文化は私たちが
作りだした恣意的な枠組みにすぎない」ことと「文
化の内容は可変的である」ことを学習するために開
発した。国際理解学習の領域としたのは，フランス，
地中海諸国，韓国等の食文化を，ICHの比較を通
して学習できるからである。結果として，各国の食
文化の内容も，「私たちが作りだした恣意的な枠組
みにすぎない」ことに気づかせることを企図してい
る。単元構成の視点は，「文化の構築過程」の認識
であり，前述の「和食：日本人の伝統的な食文化－
正月を例として－」（2013年）の登録申請過程の分
析を通して，文化の構築過程と，内容の恣意性に気
付かせることであり，さらに他国の事例の比較検討
により，その一般化を図ることにある。それゆえ単
元構成原理を，以下のように設定した。

第1段階では，学習課題として，文化の恣意的な
枠組みを提示し，文化の枠組みが人々により創出さ
れたことを認識させる。第2段階では，文化の枠組
みの構築過程（恣意的で可変的な文化が創られる過
程）を認識させる。これら2つの段階の学習を通し
て児童は，恣意的で可変的な文化の特徴を理解する。
第3段階では，他文化における同様の事例を確認す
ることにより，文化が恣意的で可変的な性質を有す
ることの一般化を図る。

3．文化の恣意的な構築過程を学ぶ
小学校社会科国際理解学習単元の開発

⑴ 単元名：ユネスコ無形文化遺産「和食」のなぞ
（第6学年）
⑵ 単元目標
①文化とは，客観的かつ固定的なものではなく，
恣意的かつ可変的で，人々により創出された枠
組みにすぎないことを認識する。【知識・技能】
② ICH「和食：日本人の伝統的な食文化－正月
を例として－」や各国の「食文化」に関する ICH
の選定過程や内容の学習を通して，ICHの内容
が，恣意的に人々により創出されたものであり，
可変的であることを認識する。【知識・技能】
③各国の「食文化」に関する ICHの比較の学習
を通して，日本の「食文化」との異同を捉え，
各国の「食文化」の特徴を表現する。【思考・
判断・表現】
④各国の食文化が，ICHの記述内容を超えた文
化的多様性があることや，各国の食文化が可変
的で，ICHに規定されていないグローバルな
食文化の影響や，世界各国の食文化の相互影響
を捉え，表現する。【思考・判断・表現】
⑤各国の「食文化」について，意欲的に調査学習
に取り組む。【主体的に学習に取り組む態度】

⑶ 単元指導計画（全11時間）

（4）各時の概要（単元指導計画）（Ｔは教員の発問，Ｐは児童の想定回答を意味する）（筆者作成）

時 学習内容，主な問い，教材 獲得される知識，児童の応答 評価

1 Ｔ：「和食」と ICH「和食：日本人の伝統的な食文化－正月を例として－」
の違いは？（後者がより狭義であることに気づかせる。）

Ｐ：「和食」のごく一部分が，
「和食：日本人の伝統的な食
文化－正月を例として－」だ
と思う。

知識・
技能
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・教材：ユネスコへの提案書23（抜粋），正月の「和食」とそれ以外の「和
食」の写真（例：寿司，カレーライス，餡パン，ラーメンなど多様な「和
食」を示す。）
Ｔ：なぜ「和食」ではなく「和食：日本人の伝統的な食文化－正月を例と
して－」という名称なのか？

Ｔ：お正月の「和食」には何がある？
（「和食」の内容の変化への気づき）

Ｔ：ユネスコへの提案書には，以下のように書いてあるよ。どう思う？
「正月における『和食』は地域ごとに多様性に富み，各地の歴史的・地理
的特徴を表している。新年の神を迎えるため，餅つきをしたり，それぞれ
象徴的な意味を持つ，地域で採れる新鮮な食材を用いて美しく盛り付けら
れたおせちと呼ばれる特別料理や雑煮，屠蘇を準備したりする。これらの
料理は特別な器に盛られ，家族や参加者が共に食することにより，健康を
増進したり社会的結びつきを強めたりする。これは，年長者が子供にこの
社会的慣習が持つ意味を教える機会ともなっている。」

Ｐ：お正月の「和食」の内容
が，他国の人々にとって分か
りやすいから。
Ｐ：現在は，おとそ，お雑煮，
ぜんざい等。でも，お雑煮を
食べない家も多い24。
Ｐ：ひと昔前の，お正月の「和
食」みたい。でも，こういう
伝統は大事で残したいと大人
は思うのかな。
Ｐ：おせちを食べる人も減っ
ていると思う。
Ｐ：おせちを家で作らずに
ネットなどで買う人も増えた
と思う。そうなると，おせち
の内容も似通ってくるよ。

思考・
判断・
表現

2 Ｔ：ユネスコ世界文化遺産，世界自然遺産と，ICHの違いは？（ICHが
無形物で，本質的に可変的だが，特定の対象を認定する点で恣意性が避け
られない点に気づかせる。）
・日本や世界のユネスコ世界文化遺産や ICHの具体例をスライド資料で
示し答えを促す。

Ｐ：形の有無。踊る人，唄う
人，料理を食べる人等が ICH
を創り出している。
踊り，唄，食事の内容はずっ

と同じではない。変化してい
く。その中で ICHが認定さ
れる。

思考・
判断・
表現

3 Ｔ：「和食：日本人の伝統的な食文化－正月を例として－」（2013年）を例
に，ICHの選定過程を学習しよう（検討会議事録を教材化）。
Ｔ：長いタイトルは，ICHに認められるまでの苦労を示している。

Ｔ：そもそも，なぜ，2011年に「和食」を ICHに登録するプロジェクト
が開始したのだろうか？（背景に，福島第一原子力発電所の事故の影響に
よる風評被害の払拭の意図があったことに気付かせたい）。
Ｔ：2011年に日本で起きた，未曽有の自然災害は何だったか？
（日本の「自然災害」に対する防災学習は5年で既習）
Ｔ：東日本大震災以降，日本の食物の輸出が激減した時期があった。なぜ
減ったのだろうか？
Ｔ：では，なぜ，2011年に「和食」を ICHに登録するプロジェクトが開
始したのだろうか？

Ｐ：長いタイトル。なぜ「和
食」だけではだめなのか？
Ｐ：なぜ副題「－正月を例と
して－」をつけたのがよかっ
たのか？
Ｐ：わからない。

Ｐ：東日本大震災。

Ｐ：福島第一原子力発電所の
事故の影響で，日本の食物は
危険という風評被害が拡がっ
た。
Ｐ：日本の食物は，安全でお
いしいという PRをするため。

思考・
判断・
表現

4 Ｔ：そうだね。さらに他の理由も考えられるよ。すでに，地中海沿岸諸国
（2010年。2013年にポルトガル等が追加），フランス（2010年），メキシコ
（2010年），トルコ（2011年）等で食文化が ICHに登録された。韓国も宮
廷料理を ICHに登録する活動を開始した。このような他国の動向を知っ
た日本政府の人たちはどう思うだろうか？
Ｔ：「和食」の ICHは，苦労の連続だった。
Ｔ：ICHの内容を申請書に書く必要がある。文字数に制限がある。また，
登録基準をクリアしなければならない。
Ｔ：登録規準には，後継者がいるか，広く社会の人々の参加があるか等の
5項目がある。

Ｐ：日本には他国に負けない
和食の文化があるから，日本
も ICHに登録するプロジェ
クトを開始した。
Ｐ：なぜ，そんなに難しかっ
たの？
Ｐ：ど う す れ ば ICHに 認
定・登録されるのか？
Ｐ：登録基準とは？

思考・
判断・
表現
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Ｔ：なぜ韓国宮廷料理が，ICHに認定・登録されなかったのか？

Ｔ：フランス料理を ICHに認定・登録されるため，どんな工夫をしたか？

Ｐ：宮廷料理だから，一部の
高貴な人々のものという印象
を与えてしまった。
Ｐ：一部の人々だけの高級料
理では ICHに認定されない
ので，「フランスの美食」と
いう，全国民が参加する，人
生の大切な行事を祝う習慣に
内容を変えた。

5 Ｔ：どうすれば「和食」が ICHに認定されるか？ 最初は「会席」とい
う高級コース料理を日本独自の食習慣として提案しようとした。「会席」
という高級コース料理だったら ICHに認定されただろうか？

Ｔ：では，どんな「和食」にする？
Ｔ：世界的に有名だと，かえって独自性を欠き，ICHに登録されない。

Ｔ：「和食：日本人の伝統的な食文化」としてユネスコに提案書を送った
後に，どうしたか？ それはなぜか？

Ｔ：「和食」を ICHに認定されるには，どんな工夫や努力が必要か？

Ｔ：2013年に ICHに登録された「－正月を例として－」以外にどんな「和
食」があるだろうか？

Ｔ：ちなみに2023年1月現在，「伝統的酒造り：日本の伝統的なこうじ菌
を使った酒造り技術」を，ユネスコに提案中だ。
Ｔ：最近，農業生産物の輸出を政府が奨めていることと関係あるかも。
Ｔ：学習を通して分かった ICHに登録された食文化の特徴は？

Ｔ：ICHに登録された食文化は，日本の全ての食文を表しているだろう
か？

Ｔ：ICHの学習から分かった文化の特徴は何か？

Ｐ：韓国宮廷料理が認められ
なかったから「会席」ではだ
めだったと思う。広く社会で
食べられているような「和
食」がよい。
Ｐ：カレーライス，ラーメン，
カップラーメン，寿司等が世
界的に有名。
Ｐ：条件がむずかしすぎる。
Ｐ：さらに「－正月を例とし
て－」の副題を追加した。日
本各地で広く実施されており，
かつ独自性を強調できる習慣
だから。
Ｐ：審査する外国の方が理解
しやすいものを「和食」とし
て PRする。
Ｐ：ひなあられ，桜餅，ちま
き，和菓子，納豆，だし，醤
油…。
Ｐ：なぜ日本酒なのか？
味噌や醤油も日本の伝統的な
こうじ菌を使っているのに。
Ｐ：外国人に説明しやすい食
文化を構築し ICHに登録し
ている。
Ｐ：否。日本の食文化の一部
だけが認定された。
Ｐ：文化は人々によって創ら
れたもの。例えば，「和食」
は，ICHに登録されるよう
に，政府の関係者が，必死に
内容を創りあげて，書類に書
いたもの。
「正月の和食」の内容も年々
変化するので文化の内容は常
に変化している。
これが「文化」という明確

な内容はない。例えば日本人
の一人一人で，「和食」の内
容も，少しずつ違ってくる。

思考・
判断・
表現
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4．おわりに

本小稿では，本質的ではなく構築主義的な文化概
念を認識させる新たな，そして容易に実践可能な小
学校社会科「文化学習」の単元開発例を示した。特
に教材として，ICHのうち，日本と各国の食文化
に関する事例を取り上げることの有効性を示した。
具体的には，まず日本の「和食：日本人の伝統的

な食文化－正月を例として－」の ICHへの登録申
請過程の学習を通して，当初の「和食」の意味内容
からの恣意的な変容過程を学習する。政府関係者に
よって「和食：日本人の伝統的な食文化－正月を例
として－」の言説が構築されていくのである。政府
の検討会資料を教材化することにより，その過程を
分かりやすく顕在化（見える化）させたのである。
さらに，韓国，フランス，地中海沿岸諸国，トルコ，
メキシコ等の食文化のうち ICHに登録された料理
内容についての比較学習を通して，それぞれの食文
化の内容が，ICHの登録基準に合うように，各国
の関係者によって恣意的に創り出されたことに気付
かせるのである。また，登録された内容で固定され
るようなものではなく，年々，変化する可変的な性
質を持つことを理解することができる。
今後の課題は，実践化に向けた内容の改善と実践

試行，実践試行を踏まえた，さらなる内容の改善で

ある。なお授業時間数の確保のため，「総合的な学
習の時間」において社会科の学習と関連付けながら
同時並行的に実施するのが現実的である25。
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れている。前者は，誕生，結婚式，誕生日，記念日など，個人や集団生活
の中で重要な瞬間を祝うための社会的慣習であり，少なくとも4つの連続
したコース，すなわち前菜，魚（と・または）肉と野菜，チーズ，デザー
トを含む必要があるとされている。それ以外のフランス料理は全く含まれ
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諸国，トルコ，メキシコ等の
国を選択する）。
・各国の ICH の食文化の
内容が，日本と同様，恣意的
に構築されていることに気づ
かせる。
・教員は参考資料を用意する
等の支援を行なう。
Ｐ：日本と同様，多様な食文
化の一部で外国人に理解され
やすいものだけが，ICHに
登録されている。また，食文
化の内容は年々，変化してい
る。
Ｐ：各国が，自国の特定の食
を，その国らしさを示す食文
化として取り上げ，その内容
を外国人にも理解できるよう
に詳しく説明している。

主体的
に学習
に取り
組む態
度
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p．321は，本文の3つの要因のうち①と③を挙
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（ https : / / www. maff. go. jp / j / keikaku /
syokubunka/ich/pdf/naiyo_washoku.pdf）最
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せち料理」を作らない家庭も増えている。
宇田川勝司「おもしろ比べ！ 関東 vs 関西（第
10回）雑煮のお餅は丸餅それとも切り餅」明治
図書『社会科教育』2014年1月号，表紙，p．6。
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